
令和６年度島根県日本型直接支払検討委員会 

 

日時：令和７年３月１９日（水）１５：００～１７：００ 

             場所：島根県庁本庁舎 ６階 ６０２会議室 

 

 

議事次第 

 

１．開会 

   

 

２．議題 

（１）令和６年度の取組状況について【資料１】 

 

 

（２）中山間地域等直接支払交付金の第６期対策について【資料２】 

 

 

（３）多面的機能支払交付金の第３期対策について【資料３】 

 

 

（４）環境保全型農業直接支払交付金の第３期対策について【資料４】 

 

 

３．その他 

 

 

４．閉会 



（１）令和６年度の
取組状況について

【資料１】



中山間地域等において、
農業生産条件の不利を補
正し、農業生産活動を維
持するための活動を支援

地域共同で行う多面的機
能を支える活動、地域資
源（農地、水路、農道
等）の質的向上を図る活
動を支援

農業・農村が有する多面的機能が適切に維持・発揮されるとともに、
担い手農家への構造改革を後押しするため、「農業の有する多面的機
能の発揮の促進に関する法律」に基づき、地域活動や営農の継続等に
対して支援を行う

「地域振興８法」等に
よって指定された地域、
または知事が特に定めた
地域で、傾斜基準を満た
す農用地（田：1/100以上
等）

農用地区域内の農用地及
びそれらと一体的に取り
組む必要がある農用地

地域の実情に応じた幅広
い使途に活用可能
・個人へ配分
・農業機械の購入
・共同防除作業
など

地域資源の基礎的な保全
活動、農業用施設の補
修・更新等
・法面の草刈り、水路の泥上げ
・水路の補修、農道の舗装
・鳥獣害防護柵の設置
など

日 本 型 直 接 支 払 制 度

目
的

対
象
農
用
地

交
付
金
の
使
途

農業生産に由来する環境
負荷を軽減するとともに、
地球温暖化防止や生物多
様性保全等に効果の高い
農業生産活動を支援

化学肥料・化学合成農薬
を原則５割以上低減する
取組と合せて、地球温暖
化防止や生物多様性保全
に効果の高い営農活動を
行う農地

環境保全に資する農業生
産活動の実施に伴う追加
的コストを支援
・有機農業
・堆肥の施用
・カバークロップ
など



H12 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6
協定面積 11,564 12,597 12,815 12,928 12,986 13,023 11,981 12,058 12,103 12,153 12,162
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中山間地域等直接支払交付金 協定面積の推移（ha）
※令和６年度見込み

第４期対策
（Ｈ27〜Ｒ元）

第５期対策
（Ｒ2〜Ｒ6）

第１期対策
（Ｈ12〜Ｈ16）



多面的機能支払交付金 対象面積の推移（ha）
※令和６年度見込み

農地・水・環境保全
向上対策（Ｈ19〜）

H19 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
農地維持 19,005 22,681 22,434 22,651 22,491 22,523 22,753 22,875 22,966 22,894
資源向上（共同活動） 19,005 21,350 20,932 21,172 20,916 21,232 21,488 21,671 21,772 21,650
資源向上（長寿命化） 15,904 16,400 16,496 16,253 16,426 16,773 17,010 16,936 17,186
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多面的機能支払交付金（Ｈ26〜）



環境保全型農業直接支払交付金 対象面積の推移（ha）
※令和６年度見込み

第１期
（Ｈ27〜Ｒ元）

第２期
（Ｒ2〜Ｒ6）

環境保全型農業直接
支援対策（Ｈ23〜）

H23 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
取組面積 440 1,470 1,520 1,537 1,346 1,443 1,401 1,459 1,480 1,503 1697
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松江市 安来市 雲南市
奥出雲
町

飯南町 出雲市 川本町 美郷町 邑南町 大田市 浜田市 江津市 益田市
津和野
町

吉賀町 海士町
西ノ島
町

知夫村
隠岐の
島町

中山間直払

協定面積
251 869 1,614 1,971 1,010 694 141 333 1,417 631 1,220 156 501 429 257 116 0 0 552

多面支払（農地維持）

対象面積
2,428 2,419 1,722 2,476 1,065 5,580 120 239 1,569 1,185 1,398 344 672 471 210 107 338 244 307
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市町村別 取組面積（ha）
※令和６年度見込み

県全体
中山間直払協定面積・・・・・・・・１２，１６２ｈａ
多面支払（農地維持）対象面積・・・２２，８９４ｈａ



市町村別 取組面積（ha）
※令和６年度見込み

松江市 安来市 雲南市 奥出雲町 飯南町 出雲市 川本町 美郷町 邑南町 大田市 浜田市 江津市 益田市 津和野町 吉賀町 隠岐の島町

取組拡大加算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

江の設置 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冬期湛水 0 21 5 0 96 0 0 0 0 0 0 0 1 36 2 0

有機農業 19 17 3 30 3 30 12 6 12 11 57 35 28 0 54 0

秋耕 0 0 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

長期中干 5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

不耕起播種 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ 34 0 0 4 16 85 4 31 136 3 0 35 1 24 3 19

堆肥の施用 59 15 69 208 63 196 0 0 0 143 0 1 8 0 0 0
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環境直払取組面積・・・・・１，６９７ｈａ



交付金額（千円）
※令和6年度見込み

松江市 安来市 雲南市 奥出雲町 飯南町 出雲市 川本町 美郷町 邑南町 大田市 浜田市 江津市 益田市 津和野町 吉賀町 海士町 西ノ島町 知夫村
隠岐の島

町
合計 206,883 350,678 427,496 610,299 257,535 495,728 33,812 76,696 377,821 198,372 306,980 45,023 105,918 92,653 43,362 15,186 2,604 2,022 63,647
環境直払 6,924 3,444 4,237 11,546 9,808 17,509 1,790 2,526 9,594 7,860 6,605 6,436 3,890 3,270 6,841 0 0 0 1,164

多面支払 156,574 179,766 134,178 199,277 88,693 363,804 10,186 14,880 134,071 84,611 104,689 23,065 35,509 32,919 11,002 4,276 2,604 2,022 17,292

中山間直払 43,386 167,468 289,080 399,476 159,034 114,415 21,836 59,289 234,156 105,900 195,687 15,522 66,519 56,464 25,520 10,910 0 0 45,191
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県全体
中山間直払・・・2,009,852千円
多面支払・・・・1,599,420千円
環境直払・・・・ 103,444千円

合 計・・・3,712,716千円



（２）中山間地域等直接支払交付金の
第６期対策について

【資料２】



【令和７ 年度予算概算決定額 28 ,4 6 0 （ 2 6 ,1 0 0 ） 百万円】

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けた農業生産活動の継続を支援します。

＜事業目標＞
耕作放棄を防止し、中山間地域等の農用地8.4万haの減少を防止［ 令和７ 年度から令和11年度まで］

日本型直接支払のうち

中山間地域等直接支払交付金

＜ 事 業 イ メ ージ＞＜ 事 業 の内 容 ＞

１ ． 中山間地域等直接支払交付金 27 ,5 6 0 （ 2 5 ,8 0 0 ） 百万円

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・
管理していくための取決め（ 協定） を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行
う場合に、面積に応じて一定額を交付します。

２ ． 中山間地域等直接支払推進交付金 900 （ 3 0 0 ） 百万円

制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県、市町村等の推進体制を強化します。

「農業生産活動等を継続するための活動」のみを行う場合は交付単価の８ 割（ 基礎単価） 、これに加えて
「ネットワーク化活動計画※１ の作成」を行う場合は交付単価の10割を交付（ 体制整備単価）

10m

0.5m

田: 急傾斜
（ 傾斜: 1/20 ）

2 1 ,0 0 0円/1 0 a

交付単価
（ 円/1 0 a ）

区分地目

21,000急傾斜（ 1/20~ ）
田

8,000緩傾斜（ 1/100~ ）

11,500急傾斜（ 15度~ ）
畑

3,500緩傾斜（ ８ 度~ ）

畑: 急傾斜
（ 傾斜: 15度）

1 1 ,5 0 0円/1 0 a

2.7m

10m

【主な交付単価】

【対象地域】 中山間地域等
（ 地域振興８ 法と棚田法指定地域及び知事が定める特認地域）

【対 象 者】 集落協定又は個別協定に基づき５ 年以上継続して耕作を行う農業者等

【加算措置】

① 農業生産活動等を継続するための活動（ 耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理活動等）

② 農業生産活動等の体制整備のための取組（ ネットワーク化活動計画の作成）

【集落協定等に基づく活動】

［ お問い合わせ先］ 農村振興局地域振興課（ 03-3501-8359）

1 0 a当たり単価加算項目（ 取組目標の設定・達成が必要）

棚田地域振興活動加算

10,000円
（ 田・畑）

棚田地域振興法に基づく認定棚田地域振興活動計画の対象棚田等
（ 田1/20以上、畑15度以上） の保全と地域の振興を支援
〔超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算との重複は不可〕

14,000円
（ 田・畑）

棚田地域振興活動加算を受ける農地のうち超急傾斜農地
（ 田1/10以上、畑20度以上）
〔超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算との重複は不可〕

6,000円
（ 田・畑）

超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地（ 田1/10以上、畑20度以上） の保全や有効活用を支援

10,000円(最大※３ )

（ 地目にかかわらず）

ネットワーク化加算 【上限額: 100万円/年】

ネットワーク化や統合等による人材確保や活動の継続に向けた取組を支援※２

5,000円
（ 地目にかかわらず）

スマート農業加算 【上限額: 200万円/年】

スマート農業による作業の省力化、効率化に向けた取組を支援

（ 注） 本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付金が減額
されることがあります。

＜事業の流れ＞

※３ 協定面積の規模に応じて段階的に適用単価が変動
（ ～５ ha部分） 10,000円／10a、（ ５ ha～10ha部分） 4,000円／10a、（ 10～40ha部分） 1,000円／10a

※下線部は拡充内容

※１ 複数の集落協定間での活動の連携（ ネットワーク化） や統合、多様な組織等の参画に向けた計画

国 都道府県

市町村

定額

定額 農業者等
定額

（ １ の事業）

定額

市町村等 （ ２ の事業）

【対象農用地】 農振農用地区域内かつ地域計画区域内に存し、傾斜等の基準を
満たす農用地

※２ 第５ 期対策（ R2～R6） で実施した集落機能強化加算の経過措置を別途設定



（３）多面的機能支払交付金の
第３期対策について

【資料３】





（４）環境保全型農業直接支払
交付金の第３期対策について

【資料４】



１ 令和７年度予算概算決定の内容

2


